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令和５年住宅・土地統計調査の実施について 

 

令和５年１０月１日を調査期日として、下記のとおり全国一斉に「令和５年住宅・土地統計

調査」を実施します。 

記 

１ 調査の目的 

住戸に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住して

いる世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることによ

り、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることが目的です。本調査は統計法に基づく基幹統計

調査として、住宅・土地統計調査規則に基づき５年ごとに総務省が実施し、今回は 16 回目

に当たります。 

 

２ 調査期日 

  令和５年１０月１日 

 

３ 調査主体 

  総務省統計局 

 

４ 調査対象 

（１）調査の地域 

令和２年国勢調査の調査区のうち、総務大臣が指定した調査区において、令和５年２月

１日現在で設定した全国約 20万の調査区 

（２）調査の対象 

指定された調査区のうち、総務大臣の定める方法により市町村長が抽出した住宅、住宅

以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している約 340万世帯 

 

５ 世田谷区の調査規模 

（１）調査区数   700 調査区 

（２）調査対象世帯 約 12,000 世帯 

（３）調査員数   約 240 名 

（４）指導員数   約 50 名 

 

６ 調査方法 

（１）準備調査 

   調査員は調査区内を巡回し、建物の現況確認及び『調査対象名簿』を作成します。 

（２）調査対象住戸の抽出 

   区では、住戸抽出早見表に基づき、調査区内の調査対象住戸を抽出します。（１調査区

あたり 17 世帯） 

（３）調査票の配布、『建物調査票』の作成 

調査員は調査対象世帯を訪問し、調査書類の配布及び記入依頼を行います。また、調査

対象住戸について『建物調査票』を作成します。 

（４）回答状況の確認および調査票の回収 



調査票回収期間中に、調査対象世帯を訪問し回答状況の確認を行い、未回答の世帯には、

調査票の提出を依頼します。 

調査対象世帯からの回答は、原則オンライン回答又は郵送により提出する方法で実施し

ます。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更する場合があります。 

 

 

７ 主な調査事項 

（１）住宅等に関する事項 

居住室の数及び広さ、所有関係、敷地面積、構造、建て方 など 

（２）世帯に関する事項 

世帯の構成、年間収入、通勤時間、入居時期、住環境に関する事項、現住居以外の住宅

及び土地に関する事項 など 

 

８ 周知方法 

区のお知らせ、区ホームページ、エフエム世田谷、デジタルサイネージ、リーフレットの 

配布、ポスター掲示（区施設、区広報板、世田谷線各駅など） 

 

９ 結果の公表 

  調査実施後１年以内に「住宅数概数集計」及び「住宅及び世帯に関する基本集計」、調査実

施後２年以内に「住宅の構造等に関する集計」及び「土地集計」として、インターネットへ

の掲載等により公表し、追って報告書を刊行します。 

 

10 結果の利用 

  ・国及び地方公共団体が住生活基本法に基づき作成する住生活基本計画に係る住宅関連諸

施策の策定及び成果指標 

  ・耐震や防災を中心とした都市計画の制定 

  ・国土交通白書や経済財政白書等における分析・評価 

  ・国民経済計算の推計 など 

 

11 今後の予定 

  令和５年 ８月 下旬～９月上旬  調査員による準備調査 

       ９月 下旬        調査対象世帯へ調査票を配布 

      10 月 上旬～中旬     調査対象世帯へ回答状況の確認 

 










